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旨

本
法
律
案
は
、
平
成
二
十
六
年
に
施
行
さ
れ
た
改
正
大
気
汚
染
防
止
法
附
則
に
定
め
る
施
行
状
況
の
検
討
に
よ
り
判
明
し
た

課
題
等
に
対
応
す
る
た
め
、
建
築
物
の
解
体
等
工
事
に
伴
う
石
綿
の
飛
散
防
止
を
徹
底
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
現
行
に
お
い
て
規
制
対
象
外
で
あ
る
石
綿
含
有
成
形
板
を
含
む
、
全
て
の
石
綿
含
有
建
材
を
規
制
の
対
象
と
す
る
た
め
の

規
定
の
整
備
を
行
う
。

二
、
不
適
切
な
解
体
等
工
事
前
の
建
築
物
の
調
査
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
調
査
の
方
法
を
定
め
る
と
と
も
に
、
元
請
業
者
に

対
し
、
石
綿
含
有
建
材
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
当
該
調
査
結
果
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
、
ま
た
、
当
該
調
査
に
関
す
る

記
録
を
作
成
・
保
存
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。

三
、
吹
付
け
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
建
築
物
の
解
体
等
工
事
に
お
い
て
、
隔
離
等
の
飛
散
防
止
措
置
を
講
じ
ず
に
除
去
し

た
者
等
に
対
す
る
直
接
罰
を
導
入
す
る
。

四
、
不
適
切
な
除
去
等
作
業
を
防
止
す
る
た
め
、
元
請
業
者
に
対
し
、
作
業
結
果
の
発
注
者
へ
の
報
告
や
作
業
に
関
す
る
記
録



二

の
作
成
・
保
存
を
義
務
付
け
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


